
様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

年 月 日

（宛）

提出者

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

年 月 日 から 年 月 日 まで

（日本産業規格　A列４番）

④特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

感染性廃棄物→焼却→燃え殻を管理型埋立

病床数　２２７ 床

430人

②事 業の 規模

③ 従 業 員 数

令和 8 3 31

①事 業の 種類

 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

医療業

計 画 期 間 令和 7 4 1

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 12 条 の ２ 第 10 項 の 規 定 に 基 づ き 、 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の
減 量 そ の 他 そ の 処 理 に 関 す る 計 画 を 作 成 し た の で 、 提 出 し ま す 。

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 熊本市中央区本荘5丁目16番10号

一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター

熊 本 市 長

住所

氏名

電話番号 ０９６－３６３－３３１１

熊本市中央区本荘5丁目16番10号

一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療セ
ンター　院長　杉田　裕樹

（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書
令和 7 6 24



（管理体制図）

（ 6 年度 ）

（これまでに実施した取組）

（今後実施する予定の計画）

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

排 出 量

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

　
　院長　―　要綱に基づく廃棄物管理責任者　―　事務部

排 出 量

排 出 量

 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

現状通り

感染性廃棄
物

119.13 ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

感染性廃棄
物

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

院内管理規定に基づき、感染性廃棄物と非感染性廃棄物の徹底した分別を行う

119.00排 出 量

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

　
①
現
状

　
②
計
画

　
①
現
状

　
②
計
画

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

・引き続き院内管理規定に基づき、感染性廃棄物と非感染性廃棄物の徹底した分別を行う
・感染性廃棄物が正しく処理されているか、5年毎もしくは処分場（中間処理施設・最終処分場）の変更時に確認（視察）を行う

感染性廃棄物について性状に応じたバイオハザードマークの色分けによる分別を徹底する

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

（第２面）

【前年度 令和 実績】

【目標】

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ



（ 6 年度 ）

（これまでに実施した取組）

（今後実施する予定の計画）

（ 6 年度 ）

（これまでに実施した取組）

 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

全処理委託量 119.13

・優良認定処理業者へ委託する
・委託業者と適正な委託契約を締結し、現地にて処理状況を確認する

感染性廃棄
物

感染性廃棄
物

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

119.13

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

感染性廃棄
物

認定熱回収業者

への処理委託料
認 定 熱 回 収 業 者
以外の熱回収を行う
業者への処理委託量

　
①
現
状

　
②
計
画

　
①
現
状

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

認定熱回収業者

への処理委託料
認 定 熱 回 収 業 者
以外の熱回収を行う
業者への処理委託量

優良認定処理業者

へ の 処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者

への処理委託量

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

全処理委託量

産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度 令和 実績】

優良認定処理業者

へ の 処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者

への処理委託量

産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う 特 別 管 理
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う 特 別 管 理

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

（第４面）

【前年度 令和 実績】

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た 特 別 管 理
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た 特 別 管 理

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ



（今後実施する予定の取組）

（ 6 年度 ）

※事務処理欄

・中間処理場及び最終処分場を定期的に視察して適正処理がなされているか確認する
・職員等への分別に関する指導・教育の徹底

電 子 情 報 処 理 組 織 の
使 用 に 関 す る 事 項

119.13

・電子マニフェストの使用継続

( ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル
廃 棄 物 を 除 く 。 ）

全処理委託量

119.00

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

感染性廃棄
物

特 別 管 理 産 業
廃 棄 物 の 種 類

t

全処理委託量

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

排 出 量

(今後実施する予定の取組等）

　
①
計
画

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

への処理委託料
認 定 熱 回 収 業 者
以外の熱回収を行う
業者への処理委託量

【前年度 令和 実績】

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

ｔ

ｔ

への処理委託料
認 定 熱 回 収 業 者
以外の熱回収を行う
業者への処理委託量

優良認定処理業者

へ の 処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者

への処理委託量

認定熱回収業者

（第５面）

【目標】

優良認定処理業者

へ の 処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者

への処理委託量

認定熱回収業者

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

119.00



備考

欄 に 記 入 す べ き 内 容 を 記 入 し た 別 紙 を 添 付 す る こ と 。 ま た 、 そ れ ぞ れ の 欄 に 記 入 す べ き 事 項 が な

いときは、「―」を記入すること。

9 ※ 欄 は 記 入 し な い こ と 。

規 則 第 ８ 条 の 31 の ４ に 該 当 す る と き は 、 そ の 旨 及 び 理 由 を 含 む 。 ） に つ い て 記 入 す る こ と 。

8 そ れ ぞ れ の 欄 に 記 入 す べ き 事 項 の 全 て を 記 入 す る こ と が で き な い と き は 、 当 該 欄 に 「 別 紙 の と

お り 」 と 記 入 し 、 当 該 欄 に 記 入 す べ き 内 容 を 記 入 し た 別 紙 を 添 付 す る こ と 。 ま た 、 特 別 管 理 産 業

廃 棄 物 の 種 類 が ３ 以 上 あ る と き は 、 前 年 度 実 績 及 び 目 標 の 欄 に 「 別 紙 の と お り 」 と 記 入 し 、 当 該

7 「 電 子 情 報 処 理 組 織 の 使 用 に 関 す る 事 項 」 の 欄 に は 、 前 年 度 の 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 全 発 生 量

（ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 （ 令 第 ２ 条 の ４ 第 ５ 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る も の を い う 。 ） を 除 く 。 ）

を 記 入 す る こ と 。 そ の 量 が 50 ト ン を 超 え る 者 に あ っ て は 、 今 後 の 電 子 情 報 処 理 組 織 の 使 用 に 関 す

る 取 組 等 （ 情 報 処 理 セ ン タ ー へ の 登 録 が 困 難 な 場 合 と し て 廃 棄 物 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行

に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 ６ 条 の 14 第 ２ 号 に 該 当 す る 者 ） へ の 処 理 委 託 量 、

処 理 業 者 へ の 再 生 利 用 委 託 量 、 認 定 熱 回 収 施 設 設 置 者 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 15

条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 者 ） で あ る 処 理 業 者 へ の 焼 却 処 理 委 託 量 及 び 認 定 熱 回 収 施 設 設

置 者 以 外 の 熱 回 収 を 行 っ て い る 処 理 業 者 へ の 焼 却 処 理 委 託 量 に つ い て 、 前 年 度 実 績 、 目 標 及 び 取

組を記入すること。

物 に 該 当 し な く な っ た 産 業 廃 棄 物 を 海 洋 投 入 処 分 す る と き は 、 そ の 量 も 含 め て 記 入 す る こ と 。

6 「 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 処 理 の 委 託 に 関 す る 事 項 」 の 欄 に は 、 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 種 類 ご と

に 、 全 処 理 委 託 量 を 記 入 す る ほ か 、 そ の 内 数 と し て 、 優 良 認 定 処 理 業 者 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃

び取組を記入すること。

5 「 自 ら 行 う 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 に 関 す る 事 項 」 の 欄 に は 、 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 種

類 ご と に 、 埋 立 処 分 し た 量 を 記 入 す る こ と 。 な お 、 中 間 処 理 を 行 う こ と に よ り 特 別 管 理 産 業 廃 棄

4 「 自 ら 行 う 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 中 間 処 理 に 関 す る 事 項 」 の 欄 に は 、 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 種

類 ご と に 、 自 ら 中 間 処 理 を 行 う に 際 し て 熱 回 収 を 行 っ た 場 合 に お け る 熱 回 収 を 行 っ た 特 別 管 理 産

業 廃 棄 物 の 量 と 、 自 ら 中 間 処 理 を 行 う こ と に よ っ て 減 量 し た 量 に つ い て 、 前 年 度 の 実 績 、 目 標 及

工 事 高 （ 前 年 度 実 績 ） 、 医 療 機 関 の 場 合 に お け る 病 床 数 （ 前 年 度 末 時 点 ） 等 の 業 種 に 応 じ 事 業 規

模 が 分 か る よ う な 前 年 度 の 実 績 を 記 入 す る こ と 。

(3) ④ 欄 に は 、 当 該 事 業 場 に お い て 生 ず る 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 に つ い て の 発 生 か ら 最 終 処 分 が 終 了

す る ま で の 一 連 の 処 理 の 工 程 （ 当 該 処 理 を 委 託 す る 場 合 は 、 委 託 の 内 容 を 含 む 。 ） を 記 入 す る こ と 。

3 「 当 該 事 業 場 に お い て 現 に 行 っ て い る 事 業 に 関 す る 事 項 」 の 欄 は 、 以 下 に 従 っ て 記 入 す る こ と 。

(1) ① 欄 に は 、 日 本 標 準 産 業 分 類 の 区 分 を 記 入 す る こ と 。

(2) ④ 欄 に は ､ 当 該 事 業 場 に お い て 生 ず る 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 に つ い て の 発 生 か ら 最 終 処 分 が 終 了

（第６面）

1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごと に1 枚作 成す るこ と 。

2 当該年度の６月30日までに提出すること。



提出者の名称

事業場の名称

内容年度 令和 7 年度

（単位：トン）

Ａ Ｂ C D E F G H I J

現状 119.13 0.00 0.00 0.00 0.00 119.13 119.13 0.00 0.00 0.00

計画 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計画 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

現状 119.13 0.00 0.00 0.00 0.00 119.13 119.13 0.00 0.00 0.00

計画 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00
合　計

現状
／

計画
排出量 自己再生

利用量

感染性廃棄物

自社内での処理状況 委託先での処理状況

委託処理量のうち委託先毎の量

廃棄物の種類
うち熱
回収量

自己中間
処理

減量化量

自己最終
処分量

全処理
委託量

優良認定
処理業者
への処理
委託量

再生利用
業者への

処理
委託量

熱回収
認定業者
への処理
委託量

熱回収
認定業者
以外の熱
回収を行
う業者へ
の処理
委託量

特別管理産業廃棄物処理計画書（集計用シート）
一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター　院長　杉田　裕樹 提出者の住所 熊本市中央区本荘5丁目16番10号

一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター 事業場の所在地 熊本市中央区本荘5丁目16番10号


